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（諏訪部会長） 

 それでは、本年度の第１回をよろしくお願

いいたします。ただいまから議事を始めたい

と思います。 

 本日の部会は、先ほど司会から説明があり

ましたように、まず最初に、足立区地域密着

型サービスの運営に関する委員会として報

告事項１の説明と質疑応答という形で、その

後、介護保険・障がい福祉専門部会として報

告事項の説明・質疑という形で進めていき

ます。 

 

 

（諏訪部会長） 

 それでは、続きまして、専門部会の報告事

項に入っていきます。 

 本日は案件が多いので、まず、報告事項

（１）についてはご説明と、ここでご質問、

意見を受け付けます。その後、報告事項は

（２）から（６）までまとめて説明とご質問、

ご意見を、それから、報告事項（７）から（10）

までという形で進めていきたいと思います。 

 それでは、報告事項（１）について、障が

い福祉センターの宮田所長より説明をお願

いします。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 障がい福祉センター所長の宮田です。 

 私からは、資料11番、区施設で心理的虐待

を受けたとする通報について報告させてい

ただきます。 

 これにつきましては、昨日、新聞で報道さ

れたものでございます。 

 報告内容としましては、特別支援学校の生

徒１名が、卒業後の進路として障がい福祉セ

ンター生活体験室の実習に参加した際、職員

から言葉による心理的虐待を受けたという

通報が特別支援学校からございました。 

 特別支援学校のほうで実習３日目の録音

音声がありまして、それを確認したところ、

威圧的と認めざるを得ない発言があったの

を確認させていただきました。具体的な内容

としましては、実習生に向かって、「笑った

顔がむかつく」などといったものでございま

す。 

 経過としましては、６月18日に特別支援学

校から区に通報がございました。６月19日

に、通報のあった職員３名でございますが、

事情を確認したところ一部を事実と認めた

ことで、生活体験室以外の業務に従事させる

ことといたしました。６月21日に、虐待通報

があったことを東京都に届け出いたしまし

た。６月26日に特別支援学校に行き、当該生

徒の保護者並びに先生に謝罪し、今後の対応

について説明したものでございます。また、

７月２日に、一昨日ですが、生活体験室の家

族会を開催し、事情を説明させていただきま

した。また、利用者の方々にアンケートの協

力を依頼したものでございます。 

 今後の対応でございますが、現在、第三者

（弁護士）による事実関係の調査を実施して

いるところでございます。本日も弁護士２名

の方が施設のほうに見られ、現在、事情聴取

をしているところでございます。２番としま

して、利用者家族の皆様にアンケート調査を

行わせていただきます。３番目として、事実

関係やアンケートの調査結果等を踏まえ

て、第三者（弁護士）による報告書が作成さ

れる予定でございますので、それに基づいて

【「地域密着型サービスの運営に関する

委員会」は非公開】 

※資料１の報告については、個人情報や

事業所の経営状況が含まれているため、

地域密着型サービスの運営に関する委員

会設置要綱第１条の規定により、非公開

となっています。 
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抜本的な改善策を策定した上で、改めて公表

させていただきたいと思っております。 

 私からは、以上でございます。 

（諏訪部会長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、この件についての質問をお願い

します。 

（奥野委員） 

 今、具体的にどういうような声かけがあっ

たのか、私は聞き取れなかったんですけれど

も、何とおっしゃったんでしょうか。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 実習生に向かって、「笑った顔がむかつ

く」というふうな発言があったのは確認して

おります。 

（奥野委員） 

 そのような発言をした方が、この職員３名

ということなんですか。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 それはこの中の１名でございますが、現

在、他の２名についても指摘を受けています

ので、弁護士による事情聴取をしているとこ

ろでございます。その調査結果を待っている

というところになります。 

（奥野委員） 

 そうすると、この生活体験室の職員は３名

だけで、その３名の方が関わっているという

ことになるんでしょうか。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 生活体験室の職員は11名ございますが、こ

の３名について学校側から指摘があったと

いうことでございます。 

（奥野委員） 

 ありがとうございます。11名中３名が関わ

ったということで、そうすると、残りの８名

の職員さんはどういう感覚だったんでしょ

うか。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 それにつきましても、現在、弁護士のほう

で調査をしているところでございます。 

（奥野委員） 

 第三者の弁護士が調査をしている。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 そうですね。 

（奥野委員） 

 実際には、施設側として、第三者の調査が

入らなくても施設の管理者として非常に重

要な問題ですよね。施設の責任者としてはど

ういう感覚をお持ちなんでしょうか。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 私もこの職員からお伺いはしたんですけ

れども、また、周りにいた職員が、なぜその

ときにこういった発言があったのに注意を

しなかったのかというのは余り理解できる

ことではございませんので、現在、調査の結

果を待っているところでございます。 

（奥野委員） 

 そうですか。現場の職員というのは、利用

者にとっては非常に重要な方たちですの

で、一番守ってくれるはずの人がそのような

発言をするということは、本当にショックな

ことだと思いますので、二度とこういうこと

がないように、抜本的に職員との話し合いと

か改善を図っていただきたいと思います。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 はい。 

（鈴木委員） 

 足立区肢体不自由児者父母の会の鈴木と

申します。 

 ただいま３名の方がほかの業務にという

ことでお聞きしましたが、この３名が抜ける

ということは、やはり支援はそのまま毎日続

いているわけなので、その欠員になった３名

の補充というか、どこからか職員を配置され

ているんでしょうか。 

（宮田障がい福祉センター所長） 
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 あしすと内には職員が大勢いますので、今

他の職員が生活体験室のほうに応援に行っ

ているという状況でございます。 

（鈴木委員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

（諏訪部会長） 

 よろしいですか。 

（前野委員） 

 区議会の前野ですけれども、その３名とい

うのは何年ぐらい勤められた方なんですか。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 男性が２名に女性が１名ですけれども、女

性は生活体験室９年目でございまして、男性

は７年目と５年目になります。 

（前野委員） 

 今回こうやって出たわけですけれども、や

はり出たということは、今回出ただけじゃな

くて常態化していたんじゃないかというよ

うなお話も漏れ聞くわけですけれども、その

点いかがでしょうか。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 そういったご指摘を受けると思っており

ますので、当然、現在、弁護士の先生が調査

をしておりますので、その調査結果を待って

いるという状況でございます。 

（前野委員） 

 ぜひその辺もしっかり、職員一丸となって

取り組んでいただきたいというふうに思い

ます。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 申し訳ございません。 

（酒井委員） 

 １点、確認させていただいてよろしいです

か。報告内容の①、②があって、②のところ

を見ると、実習中に録音をしていましたとい

うことなんです。今回、問題となった言葉自

体が録音されていたということで、まず、よ

ろしいですか。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 はい、そういうことでございます。 

（酒井委員） 

 それで、この実習中ということで録音があ

ったということですけれども、まず、普段、

録音は常にされているんですか。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 いや、常にしてございませんが、特別支援

学校の先生のほうで、１日目、２日目と、不

適切な発言があったので３日目に録音した

ということで聞いております。 

（酒井委員） 

 なるほど。6月12日か13日に通報があって

録音したということですか。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 いや、12日、13日とも先生は毎日同行して

いるんですけれども、12日、13日と職員が不

適切な発言をしていたということで、３日

目、14日に録音していたということです。 

（酒井委員） 

 録音は誰が判断したんですか。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 特別支援学校の先生です。 

（酒井委員） 

 一部の先生が問題ありと判断したのです

か。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 その特別支援学校の先生が録音していた

ということでございます。 

（酒井委員） 

 単独でしていたんですか、それとも何らか

の長の方が録音を指示したんですか。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 それは、特別支援学校側で相談して録音す

るというふうに決まったと聞いております。 

（酒井委員） 

 録音がされていなければ、こういうことは

判明しなかったわけですよね。その点、やは
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り非常に問題の多い部分かなと思います。 

 それともう一つは、経過のところで、当該

通報があったということですが、公益通報と

いうことですか。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 虐待通報、心理的虐待の通報ということで

す。 

（諏訪部会長） 

 その他、ございますか。 

（浅子委員） 

 区の職員に対しては、障がい者に対しての

対応の仕方というんですか、何か決まりがあ

りますよね。決まりというか、こういうとき

はこうしましょうとか、何か、そういうもの

が、心構えというか何かあったと思うんです

けれども。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 この職員は福祉職の職員ですので、当然そ

ういうことの勉強もしてきましたし、職場内

でも指導してきたつもりなんですけれど、こ

ういう事態に陥ってとても申し訳ないと思

っているところでございます。 

（浅子委員） 

 こういう通報がある前は、全く他の職員は

気がつかなかったんですか。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 周りの職員が気付いていて当然だと思う

んですけれども、なぜ注意しなかったのかと

いうことについても、現在、弁護士の先生が

調査しているところでございます。 

（杉本委員） 

 浅子委員、障がい者の方だからこういう対

応をしましょうというのは問題発言じゃな

いですか。おかしいですよね。障がい者の方

だからこういう対応をしましょうというの

は問題発言だと思いますが。 

（浅子委員） 

 すみません、ちょっと言葉が適切じゃなか

ったかもしれませんけれども、職員の心構え

というか何かあるんですよ。接客というんで

すか、来た方に対して。そこに、言葉がちょ

っと適切じゃなかったかもしれませんけれ

ども、そういうものが確かあったのを見たこ

とがあるので、そういう言葉を使ってしまい

ましたが、すみません。言葉遣いは気をつけ

ます。 

（白石委員） 

 起こってしまったことについてできるだ

け早く収束をつけるということが基本的に

は区の姿勢として必要なんですね。第三者の

弁護士にお願いして調査する、それは必要だ

と思いますよ。第三者の立場で見ることも。

ただ、それ以前に、区は自らの問題なんです

から、できるだけ早い機会に区の姿勢をはっ

きりさせないと、やはりこういった問題は収

束しない。第三者の意見を待ってからなん

て、そんな消極的なことを言わず、もっと積

極的に対応していって、それでも早ければ早

いほど、そういう意味で被害を受けた子ども

たちも少しでも早くそうしたことから立ち

直れるわけですから。第三者の意見を待つ前

に、まず区がどうするかしっかり考えてくだ

さい。答えなくていいですから。 

（諏訪部会長） 

 その他、いかがでしょうか。 

 かなりベテランの職員がこういう発言が

あった。ちょっと状況はわかりませんけれど

も、もし本当にそうだとすると、少し組織の

文化として何かそういうのが当たり前にな

ってしまっている可能性もあるので、第三者

の弁護士の方が事実確認であるとか客観的

に見るというのもそうですけれども、少し運

営のあり方、教育のあり方とか、全般的にい

ろんな問題があるんではないかという、可能

性も考えられますので、その辺はぜひしっか

り、区としてというか運営管理者としてとい
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うか、そこは自らの問題としてきっちりやっ

ていただかないと、区の施設でもあります

し、福祉職が起こしたということですので、

しっかりしていただく必要があるかなとい

うふうに思います。 

（宮田障がい福祉センター所長） 

 はい。 

（諏訪部会長） 

 その他、よろしいでしょうか。 

（中村福祉部長） 

 福祉部長の中村でございますけれども、今

回の通報はもちろん通報としてすごく重く

受けとめておるんですけれども、やはり先ほ

どご発言にもございましたけれども、これは

本当にこの一つの問題なんでしょうか。そも

そも日常的な生活体験室での処遇はどうだ

ったのかという、そういった疑問を実は特別

支援学校からは投げかけられてございま

す。そこで、ここにアンケートとか第三者の

弁護士さんとかありますけれども、実際には

この生活体験室のもちろん保護者の方にも

なんですけれども、それ以外の、あしすとで

行っている事業を全体的にどのような事業

が今、行われていて、この施設での問題点、

もちろんいい点もたくさんありまして、家族

会からもすばらしい施設ですというお褒め

の言葉をいただいているんですけれども、そ

れはそれとして、問題点を幅広く受けとめ

て、改善策、例えば職員同士のコミュニケー

ションが足らないんであればどうしたらい

いかということも早急に対策を考えていき

たいと思います。 

 また、先ほど運営が心配だというご意見、

やはり家族会からもいただいていますの

で、来ている方にできる限りのサービスがで

きるような体制というのも、あしすとだけで

はなく、応援でいつまでも持たないので、福

祉部全体として何らかの人的な措置も検討

してございますので、なるべく早いうちにそ

ういった対応もしていきたいということで

考えてございますので、その点についてはご

理解いただければと思います。 

 本当に申し訳ございませんでした。 

（諏訪部会長） 

 よろしいでしょうか。 

 では、次の報告事項に移らせていただきま

す。報告事項（２）と（３）については高齢

福祉課の伊東課長より、（４）と（５）と（６）

については地域包括ケア推進課の千ヶ崎課

長より説明をお願いします。 

（伊東高齢福祉課長） 

 高齢福祉課長の伊東でございます。 

 私から、２件ご報告をさせていただきま

す。 

 まず、１件目、介護保険外サービスの自己

負担割合の変更についてでございます。資料

２でございます。 

 介護保険法の改正によりまして、本年８月

１日から介護保険サービスの中で自己負担

割合が３割になる方がおられます。その制度

にあわせて、介護保険外サービスにおいても

本体の介護保険サービスとの均衡を図るた

めに介護保険外サービスにおいても３割負

担を導入するというような内容でございま

す。 

 ちなみに、どのような方が３割負担になる

かというところは、こちら席上に配付させて

いただきましたカラーの冊子（みんなで支え

合おう介護保険）の８ページをご覧いただけ

ればと思います。 

 ８ページの左上です。変更のポイントと書

かれているところで、介護保険サービスの自

己負担割合というところ、表の上、右の１、

２の両方を満たす方。65歳以上でご本人の所

得が220万円以上で、かつ、本人を含めた同

一世帯の中の65歳以上の方の年金収入と、そ
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の他の合計の所得が、65歳以上の方がお一人

の場合は340万円以上、２人以上の場合は463

万円以上という条件が満たされた場合に、ご

本人の介護保険サービスの自己負担割合が

３割になるというような状況です。 

 これ、非常にわかりづらいので、例えば単

身の高齢者の方で年金収入しかないという

状況であればどれぐらいの収入の方かとい

うと、年金収入だけで344万円以上の収入が

ある方が３割になるというような状況でご

ざいます。 

 そして、そういった方については、介護保

険外サービスをお使いになる場合も一部の

サービスにおいては３割負担になりますと

いうようなことになります。 

 具体的に３割負担になるサービスについ

ては、表中の３に書かれているサービスの内

容でございます。 

 ４のサービスにつきましては、こちらは自

己負担をいただくものも一部ございます

が、自己負担の金額が低額でございますの

で、所得に応じての変更はないというような

内容でございます。 

 介護保険外サービスの自己負担割合の変

更については、以上でございます。 

 私からの報告２点目は、足立区地域包括ケ

アシステムのビジョンの策定についてでご

ざいます。こちらは進捗状況の報告になりま

す。 

 現在、足立区版の地域包括ケアシステムの

ビジョンの策定を進めているところであり

まして、その議論は、主に、地域包括ケアシ

ステム推進会議の中で行っていただいてお

ります。推進会議の中で昨年11月と本年２月

に、ワークショップ形式で今後の足立区の未

来像、将来像にどのようなものが必要なのか

というようなご議論をいただきました。 

 その議論の中で示すビジョンとして、高齢

者の方の将来像のビジョンについては、一義

的な表現、言葉ではなかなか表現し切れず、

やはり高齢者の方の状態、例えば自立期にお

いてはこういう将来像であるだろう、中重

度・終末期においてはこういう将来像が必

要だろうということで、そのライフステージ

ごとに将来像というのは異なるのではない

かというようなご議論をいただきました。 

 また、こちら１の（２）のところにござい

ます、推進会議の正副会長会の中でもご意見

をいただきまして、地域包括ケアシステムは

国が示している「予防」や「生活支援」、「医

療」、「介護」、「住まい」の５つの要素で

示すことが一般的なんですが、それぞれ単独

で施策を打つのではなくて、それぞれが関連

しながら施策を行っていくことが必要だと

いうことで、より関連性の強い「医療と介

護」、「予防と生活支援」、「住まい」、こ

の３つの分類で今後の施策を考えていくべ

きではないかというようなご意見をいただ

いているところです。 

 そうした意見を踏まえまして、裏面をご覧

いただきたいんですけれども、今後の日程で

ございます。８月に再度、地域包括ケアシス

テム推進会議を開きまして、そこで再度ビジ

ョンの内容をご検討いただきます。本年11

月に推進会議から区へビジョンの内容の答

申をいただきまして、今年度末、平成31年３

月を目処に足立区版のビジョンをお示しし

ていくというようなスケジュールで考えて

ございます。 

 その他のものにつきましても、引き続き、

この専門部会の場でもご報告をさせていた

だきたいというふうに考えております。 

 私からは以上です。 

（千ヶ崎地域包括ケア推進課長） 

 地域包括ケア推進課長の千ヶ崎でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 私からは、３点報告させていただきます。 

 まずは、資料４をご覧ください。地域包括

ケアシステムにおける在宅療養支援窓口の

開設についてでございます。 

 地域包括ケアシステムについて、現在、

我々のほうで担当させていただいておるん

ですが、この中で、高齢者ができるだけ長く

住み慣れた地域で安心して暮らしていくた

めには、医療と介護の連携が必要であるとい

うことが言われております。この連携をスム

ーズにつなげていくための情報を整理して

提供していく、そういった窓口として、この

在宅療養支援窓口を７月２日に開設いたし

ましたことについてのご報告でございます。 

 目的については、今説明したような内容で

ございます。 

 こちらの窓口での相談内容、どういったこ

とを担当するのかということなんですが、対

象としましては３番のほうに書かせていた

だきましたが、医療機関、介護サービス事業

者、地域包括支援センター、こういった事業

者の関係の方々に対して２番のほうで、内容

といたしましては在宅療養に関する相談支

援であるとか、それから、医療機関、介護事

業所の情報の集約であるとか、そういった相

談の支援のノウハウを蓄積していって、それ

を別の形での在宅医療の連携の支援に生か

していくだとか、そういったことを考えてお

ります。 

 その相談体制なんですけれども、足立区と

しては直営ということで非常勤職員を２

名、７月から採用いたしました。１人は地域

医療に関する知識を有する看護師、そしても

う一人は、医療ソーシャルワーカーの経験

者、こちらはケアマネもやっていた者でござ

います。こういった者をこの現場でも医療と

介護、両方から職員を採用いたしまして、よ

り連携が強固なものになっていくよう進め

ていく所存でございます。 

 場所、開設時間については、記載のとお

り、足立区の区役所の地域包括ケア推進課内

に窓口を設置しております。窓口といたしま

しても、ほぼ中心になってくるのは、やっぱ

り電話での対応になるのかなというふうに

考えております。また、区民の方に対してな

んですが、現在、区民の方のそういった相談

の窓口は地域包括支援センターとなってお

りますので、万が一間違ってこちらのほうに

電話がかかってきた際にも丁寧に対応させ

ていただいて、関係の部署につなぐだとか、

地域包括支援センターをご案内するだとか

という形で対応させていただきたいという

ふうに考えております。 

 資料４の説明については以上です。 

 続きまして、資料５についてでございま

す。 

 まず、お詫びからなんですが、本日、差替

えということで席上に資料を置かせていた

だきました。大変申し訳ございませんでし

た。 

 事前に委員の皆様に資料をお配りしてい

るので、その差替えの内容でございますが、

こちらは上から２段目の所管部課名のとこ

ろが我々の地域包括ケア推進課だけでな

く、後ほど出てきます、公園を活用した介護

予防事業としてスポーツ振興課が入ってお

ります。こちらの記載が抜けていたので、追

加させていただきました。 

 それから、１番の（２）の包括らくらく教

室というところで、地域包括支援センターの

表現が２種類あった、上のほうで「各包括支

援センター」と表記して、その下で「各地域

包括支援センター」と、同じものを差してい

るんですけれども、表現が２種類になってい

たので、そこを揃えさせていただきました。 

 本当に申し訳ございません。お詫びして訂
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正し、差替えさせていただきたいと思いま

す。 

 件名は、地域包括ケアシステムにおける平

成29年度介護予防事業の実施結果について

でございます。 

 住み慣れたまちで暮らしていくために

は、いつまでも元気でいていただきたい、そ

ういったことのためには、やはり早い段階か

らこういった介護予防の取り組みが必要と

されております。区として現在進めている大

きなもの、各地域でいろんな取り組みがされ

ているとは思うんですけれども、区のほうが

直接関わっている大きなものについて今回

は報告させていただくものでございます。 

 内容に関してでございます。 

 大きく分けて２つございます。 

 まず、１番の通所型介護予防事業です。 

 こちらは３つございまして、まず、はじめ

てのらくらく教室。こちらは記載のとおり、

12回を１クールとして栄養だとか口腔機能

だとか認知症の予防のプログラムを組み合

わせた総合型の介護予防プログラムです。こ

ちらのほうをこのような形で、29年度実施さ

せていただいております。 

 この「はじめての」と付いているのはなぜ

かと言いますと、次に出てくる（２）のらく

らく教室と色分けしておりまして、初めてこ

ういった事業を受ける方は「はじめてのらく

らく教室」にまず参加してくださいと。それ

が終わって、次また受けたいという方は、こ

の（２）の包括らくらく教室、こちらを受け

てください、こういった流れになっておりま

す。 

 （２）のほうでは、このような形で各地域

包括支援センターが月２回を目安に実施し

ております。このような形の実施結果になっ

ております。 

 続いて、（３）はつらつ教室です。 

 こちらのほうは、地域学習センター等で主

に運動器機能の向上を中心としたプログラ

ムとなっております。これは、どちらかとい

うと、まだまだ元気な方々を対象としたもの

になっております。きっかけづくりという

か、こういったことを念頭に置いて体を動か

してみてくださいというような要素の部分

でございます。こちらのはつらつ教室は、こ

ういった形の結果となっております。 

 続きまして、裏面にまいりまして、２、公

園を活用した介護予防事業。こちらが、先ほ

ど追記させていただきましたスポーツ振興

課のほうの担当となっております。 

 大きく分けて２つ、パークで筋トレ、ウォ

ーキング教室です。 

 パークで筋トレというのは、身近な公園で

軽い運動や脳トレ、こういったものを指導員

のもとに介護予防の視点からこういった運

動を進めていく、そういった内容のものでご

ざいます。 

 ②のウォーキング教室です。 

 これは、読んで字のごとく、ウォーキング

なんですけれども、これもやっぱり専門家の

ほうから、こういったところに注意して歩い

てくださいだとか、そういったことも交えな

がら安全に歩いていただく、そういったこと

を指導している内容でございます。 

 資料５については以上です。 

 続きまして、資料６でございます。 

 地域包括ケアシステムにおける認知症早

期発見・早期対応への取り組みについてで

ございます。 

 地域包括ケアシステムを構築するに当た

ってとても大きな重要な要素として、認知症

の対応というのがございます。今後ますます

高齢者の数が増えていけば認知症の数も増

えていく、また、若年性の認知症というのも

いろいろなところで話題になっている、課題
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になっているところでございます。どうやっ

て対応していくべきなのかというところで

ございます。 

 そこのところで、認知症は早期発見・早期

対応することによって、その進行を遅らせる

だとか適切なケアを受けられるということ

がありますので、そういったことを念頭に置

いて、こういった事業を大きく分けて３つ構

築させていただいております。 

 まず、１番、もの忘れ相談です。 

 もの忘れ等認知症に関わる症状を心配し

ている本人、ちょっと不安だなという方たち

が気軽に相談できる、そういった窓口とし

て、このもの忘れ相談というものを実施して

おります。以下のとおりの内容で、25カ所あ

る地域包括支援センターで年に４回ずつ合

計100回実施している中で、このような形の

実施結果となっております。 

 続きまして、２番、認知症アウトリーチ事

業です。 

 28年度までは認知症早期発見・早期診断

推進事業といっておりましたが、これは東京

都の事業を中心にした足立区の取り組みで

ございます。先ほど初期の段階の心配してい

る方よりも、もう少し進んで、具体的にこう

いったところが困っているという方に対し

て、アウトリーチということで、チームを組

んで現場に入っていって、どういった対応が

一番いいのかということをみんなで考えて

ケアをしていく、そういった内容のものでご

ざいます。こちら、25年度から始まっており

ます。これによって、件数としてはこのよう

な記載の件数なんですが、なかなかやはり重

いというか深い案件が多いので、件数をこな

すというのはなかなか難しい状況にはなっ

ております。 

 続きまして、３番、認知症初期集中支援推

進事業でございます。 

 こちらは、29年４月からスタートさせてい

ただきました。これは、国のほうが進めてい

る事業でございます。先ほどの２番との違い

といいますと、こちらのほうは初期集中とい

うことなので、本当に初期の段階で集中的に

わっとケアをして、ぐっとよくなるというと

ころを念頭に置いているものでございま

す。ですので、６カ月という期間を設けてお

りますので、これで終わらなかった場合につ

いては、先ほどの２番のアウトリーチのほう

に案件としては動いていくものでございま

す。初年度といたしまして、このような形の

結果となっております。 

 私のほうからは説明は以上です。 

（諏訪部会長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これまでの報告事項につきまし

て、ご質問、ご意見ございましたらお願いし

ます。 

（松丸委員） 

 区議会の松丸でございます。 

 まず、自己負担割合が２割から３割に上が

るという部分でございますけれども、これは

国の指針とか指導があって区がこういう行

動になったのか、それとも、足立区が単独で

このように判断したのか、ひとつ教えていた

だけますでしょうか。 

（伊東高齢福祉課長） 

 高齢福祉課長でございます。 

 国の指導ということではなくて、やはり介

護保険法本体のほうで３割負担が導入され

たというところを受けて、足立区の考えとし

て導入しているというものでございます。 

 介護保険法の中で以前２割負担を導入し

たときにも、同様な対応をとらせていただき

ましたので、今回も３割負担が導入されたと

いうところでその均衡を図ったというよう

な状況でございます。 
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（松丸委員） 

 続きまして、もう１点、資料４でございま

すけれども、今年３月の予算特別委員会で私

のほうから、ある高齢者が介護保険の認定を

持っていない方が転倒によって大変なこと

になったということにおいて、その方が要介

護３になったわけですけれども、そのときに

医療機関からのホットラインが必要じゃな

いか。医療機関が、そういう方が最近増えて

きているんだ、介護保険を持っていないけれ

ども、何かがあったことによって介護が必要

になったけれども、今現在、介護保険を持っ

ていない人が来るという、そういう事例があ

りますので、それに対してホットラインが必

要だよねという、それをつくってもらいたい

という要望をしたんですけれども、それに該

当するものが資料４でございましょうか。 

（千ヶ崎地域包括ケア推進課長） 

 地域包括ケア推進課長でございます。 

 医療機関が設置するホットラインという

ことですか。 

（松丸委員） 

 この一件、簡単に言いますと、介護保険が

なかったおばあちゃんが転倒したことによ

って動けなくなってしまった。でも、介護保

険を受けるのに、介護事業所がなかなか受け

られなかったという事例でございます。です

から、こういう場合、介護認定を申請するこ

とにおいて介護保険を毎年してということ

もできるということもありましたので、例え

ば、介護保険を持っていない高齢の方が、何

かにおいて骨折等した場合、これは介護をし

なければいけない。介護が必要だけれどもと

いうことに関して、医療機関からケアシステ

ムだとか足立区としてホットラインを持っ

て、予算特別委員会では医療機関と介護事業

所と区と結ぶようにしますという回答をい

ただいたんですけれども、だから、今現在、

介護認定されていない方がけがをしたこと

において、その方はひとり暮らしだったん

で、そういう場合、医療機関からこちらのほ

うにホットラインとしてこういう患者さん

が来ますと、生活をひとりでできません、し

かし、入院するほどではありませんというこ

とをつなげるホットラインが必要だという

質問したんですけれども、それに匹敵するも

のでしょうかという。 

（千ヶ崎地域包括ケア推進課長） 

 どうもありがとうございます。 

 原則的には、医療と介護の連携のための支

援ということなので、今の案件がそれに当た

るかどうか、ちょっとごめんなさい、私、今

の中身だけでは判断できないんですけれど

も、ただ、電話をいただければ必要なところ

に適切につなぐようになってございます。そ

れは一生懸命やらせていただきます。 

（松丸委員） 

 ありがとうございます。 

 最後です。その一件に関しては、要は、地

域包括ケアシステムのほうが担当すると思

うんですけれども、それが区のほうに行っ

て、区がどこの担当につなぐ、その医療機関

とつないでいくという形でございましたの

で、ぜひぜひ、これはすばらしいホットライ

ンになるかと思いますので、高齢者は、ひと

り暮らしで介護保険を持っていない方が転

倒によって動けなくなった、一人でどうして

いいかわからないということがありました

ので、ぜひこのシステムをもっともっと拡大

して立派に育てていただいて、そういう方を

助けていただければと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

（諏訪部会長） 

 そのほか、いかがでしょうか。 

（白石委員） 
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 質問じゃないから、安心して聞いていてく

ださいね。 

 今から十数年前に長崎で始まった在宅で

ケアというのを、医師会さんから推薦を受け

て厚生委員会で見にいったことがあるんで

す。そのころは、地域包括支援センターなん

ていう考え方が地方にも国にもなかった時

代です。見にいって話を聞いたところ、お医

者さんが中心となって、市からも国からも金

は全然出ない。医師会が負担してというもの

で、大変熱心にやっておられたんですね。 

 その後、地域包括支援センターというのが

国の中の一つの考え方としてまとまってき

て、地方自治体もみんなやろうということに

なって、幸い、足立区は前の医師会長の須藤

先生が大変熱心だったんですね。本当、あの

先生いなかったら、足立区の地域包括支援セ

ンターの今の仕組みというのはなかなかで

きなかったのかなというふうに思うんで

す。ところが、残念なことに、先月、突然亡

くなっちゃったんですよね。 

 当時、須藤先生の下で役員をやっていた何

人かの先生が私のところへ来て、須藤先生が

亡くなっちゃったんで、地域包括支援センタ

ー、今は医師会が中心になって進めているけ

れども、どうなっちゃうかわかんないですよ

ねって言われたんですね。やはり地域包括支

援センターは医療と介護の連携が中心です

から、その中で医師会が協力してくれなけれ

ば到底うまい運営はできないというふうに

思うんですね。 

 質問じゃないって言って質問しちゃおか

しいんですが、その点については、区の福祉

部としてはどう考えているんですかね。昨日

も、元の医師会長に会ったんです。医師会の

中、今ごたごたしているよっていう話をその

ときもまた聞いたんですね。そういう意味で

いうと、足立区の福祉部としては、地域包括

支援センター、もちろん足立区ありますよ、

地域包括支援センターありますけれども、こ

の運営について須藤先生が亡くなった後に

医師会と話し合ったことはあるんですか。 

（中村福祉部長） 

 地域包括支援センターのあり方に関して

は、福祉部も検討は十分ではないんですけれ

ども、一つ課題だというふうに認識しており

ますけれども、ただ、それについてまだ医師

会と地域包括支援センターのあり方につい

ての協議ということはまだしてございませ

ん。 

 今、非常に医師会とネットワークの構築に

向けても協議してございますので、一つの議

題として今後取り上げていきたいと思って

いますが、まだ具体的な動きはないというと

ころです。 

（千ヶ崎地域包括ケア推進課長） 

 地域包括ケア推進課長です。 

 今、部長の方から地域包括支援センターの

話がありましたが、この地域包括ケアシステ

ムに関しては医師会と協議をするという

か、連絡を密にしながら今進めているところ

です。例えば連携の研修を医師会と共同して

行っていたりだとか、会報を定期的に出して

いただいたりとか、既に医師会とは足並みを

そろえて進めているところです。 

（白石委員） 

 ６月の第２定で区長の挨拶の中で、地域包

括ケア事業については、モデル事業を立ち上

げるというふうな話が区長挨拶の中にあっ

たわけです。医師会の先生方もそれを見てい

て、どこでモデル事業をどういう形で立ち上

げるんだ、そんな相談受けた覚えがないよと

いう話なんですが、あの区長挨拶というの

は、今後の方針について言っただけですか、

それとも、何か決まってあの区長挨拶があっ

たのか、どっちなんですか。 
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（千ヶ崎地域包括ケア推進課長） 

 地域包括ケア推進課長です。 

 区長の挨拶の中にありましたモデル事業

については、現在、準備を進めているところ

です。今、足立区の現場のレベルにおいてい

ろいろな課題となっていることをどうやっ

て明らかにしていこうかという手法とし

て、地区を絞ってモデル事業として、そこで

いろんな課題を見つけて対応していこうじ

ゃないかということで、今予定しているとこ

ろです。 

 これから具体的な検討内容に入っていき

たいというふうに思っております。当然、医

師会さんとも検討しながら連携しながら進

めているところでございます。 

（白石委員） 

 最後で。とかく、役所は役人の感覚で、例

えばモデル事業を立ち上げちゃうんです

ね。それで、まちにおろしてくるという、そ

ういう今までのやり方でやると、医師会さ

ん、きっと反発しますからね。自分たちがや

ってきたことなんだという、相当自負があり

ますから、ですから、そういう意味では、モ

デル事業を立ち上げたら相談しますよじゃ

なくて、モデル事業をどこで、どういう形で

立ち上げるのかという段階での医師会、ま

た、介護事業者の意見をしっかり聞いていく

ということが必要だと思うんですね。 

 そのことについてはぜひ、立ち上げてから

じゃなくて、立ち上げる前にしっかり相談し

てください。 

（中村福祉部長） 

 福祉部長でございますけれども、おっしゃ

るとおりで、区が押しつけるような形でな

く、医師会や事業者とともにつくり上げてい

くという形で進めたいところでございま

す。まだ公式に発表できませんけれども、事

前の協議というのはともに立ち上げるとい

う形で考えてございますので、ご承知おきい

ただければと思います。 

（前野委員） 

 区議会の前野です。 

 資料３のところでございます。ケアシステ

ムのビジョンについて、（３）推進会議にお

ける検討というところで①推進会議におけ

る主な意見という内容で、終末期に在宅での

緩和ケアや自宅で看取ることができる医師

を増やしていくこと。この、いわゆる看取り

の問題なんですけれども、例えば自宅で看取

る、また、病院で看取る、施設で看取るとい

う方。足立区ではこの辺の看取りについての

情報というか統計というんでしょうか、どう

いう看取りが行われているかというのはわ

かりますか。 

（伊東高齢福祉課長） 

 高齢福祉課長です。 

 一番最期をどこで迎えるかというところ

の統計というお話だと思うんですが、区とし

てしっかりとした統計は取ったということ

は、申し訳ありません、今の時点ではござい

ません。 

 ただ、国のほうでも、在宅で看取りを望む

方が６割以上いるんだけれども、結果、現状

は病院等で看取られる方が圧倒的だという

ような現状なので、恐らく足立区も同様では

ないかというふうには考えております。 

（前野委員） 

 私思うのは、やはり、施設に入っている

方々、特養に入っている方々も特養でもって

看取らなきゃいけないといったそういった

義務というか、理念というのがあると思うん

ですが、特養でのこの看取りと言うのは、な

かなか大変難しい状況だと思うんですがい

かがでしょうか。 

（杉本委員） 

 私の個人の感覚でいえば当たり前かなと
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思っています。何でかというと、特別養護老

人ホームに入居される時点で家を売り払っ

ている方もすごく多いですし、じゃ、どうす

るんだ、自宅に戻れるのかって戻れないです

し、どこの施設も入居されるときに必ず終末

期の意向調査をしますので、多くの方がその

まま施設で亡くなりたいというような回答

をします。ただ、実際に終末期に近づいたと

きに、また再度、アンケートをとると、ころ

ころと変わったりもします。最期は病院に連

れていってくださいと急に変えたりする方

もいますが、ただ、年間のトータルの数を見

ていくと、大体100人が入居されている施設

だと１年間に30名ぐらいの方が亡くなりま

すので、６割ぐらいの方は、多分、６割以上、

５割以上の方は施設で亡くなられていると

思いますけれども、施設で働いている職員は

もう看取りは当たり前だと思っていると思

います。全国的にもそういう方向だと思いま

すので、ただ、もちろん介護職員は、学卒の

方だったりとか、他の業界から来られた中途

の方だったりすると、それは経験値がないの

で夜勤に入るときはかなり怖いって言いま

すね。夜間はナースがいないところがほとん

どですので。 

 ちょっと、個人的な意見にしかなっていな

いですが。 

（前野委員） 

 この間もニュースで、終の棲家ですよとい

ったような、そういう表現で施設に入所させ

て、途中からちょっと具合悪そうだから、も

う出ていってくれっていような、そうした社

会問題になったような事件もあって、いろい

ろ考えてみると、やっぱり特養で医師が常

駐、特養の場合、常勤じゃないですよね、ち

ょっと離れていたりとか。 

（杉本委員） 

 常勤のところもあります。加算で常勤にし

ているところもあります。 

（前野委員） 

 私の母なんかは、やっぱり特養に最期入れ

て、３カ月ぐらい、亡くなる２日前まで特養

にいたんですけれども、やはり状況が変わっ

て病院に行ってくださいっていう話になっ

て、特養で看取れるかなと思ったら、特養で

看取ることができなかった。 

 それは、やはりお医者さんが遠いところに

いる。23区の中でも西と東だったら、西のほ

うにいる。そういう状況だとなかなか難し

い。近くの病院であってもなかなか来ること

が難しいといった状況の中で、やはり特養で

の看取りという観点では、先生の確保という

のが非常に大事だというふうに思いますの

で、ぜひ、この推進会議における主な意見の

中で医師を増やしていくという観点では、や

はり特養を応援していかないといけないで

しょうし、その辺のしっかりした構築をして

いっていただきたいなというふうに思って

おります。 

 いかがでしょうか。 

（伊東高齢福祉課長） 

 高齢福祉課長です。 

 ご意見は真摯に承らせていただきます。 

 現状、全ての特養さんではないんですけれ

ども、やはり、看取りの部屋、看取り部屋を

設置していきたいというご相談というか、お

声も何件かいただいています。規模によっ

て、そもそもそういう部屋がつくれないとい

うような広さのところもあるので、全部の特

養には設置するのは難しいかもしれないん

ですけれども、やはり入居者の方は基本的に

はそこを終の棲家として選択されている方

が多いかと思いますので、そこでできる限り

看取られるというところが、多分ご本人の思

いかと思います。そういった思いを受けて、

今、看取り部屋がない特養さんもそういった
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ところを設置していきたいというようなお

考えなんだと思います。 

 医師のところについては、基本的には常々

24時間常駐するというのは物理的に難しい

部分も多いと思うんですが、そういう看取り

段階の時には駆けつけていただけるような

体制がとれるのかどうか、そういったところ

も含めて、もしかしたら施設と、足立区であ

れば足立区の在宅医療ができる医師会さん

との協議になるかもしれないんですけれど

も、そういったところも含めて今後、施設で

の看取りのあり方というところも今後検討

しなければならないなというふうには思っ

ております。 

（浅子委員） 

 資料２についてなんですけれども、さっき

のお話だと、30年８月１日から一定以上の所

得のある利用者はサービス利用の自己負担

が３割になる。そして、それに見合って介護

保険制度と均衡を図るために、区がこの介護

保険外サービスについても３割負担にする

ということでよろしいんですか。 

（伊東高齢福祉課長） 

 高齢福祉課長です。 

 おっしゃるとおりです。 

（浅子委員） 

 本当に介護保険料も上がって、これから通

知が届くということで、たくさんの方からま

たいろんな声が上がってくるんではないか

というふうに思っていますけれども、737

人、これ２割負担の方の人数かと思いますけ

れども、その中で29人が今度３割負担になり

ますよ。人数でいうと、利用者の約４％の方

だというふうに数字では書かれているんで

すけれども、やはり一人一人にとっては一生

懸命仕事をして、年金を貯めて、老後を安心

して暮らそうと、生活設計を持ってやってき

たものが、今、年金が減らされて、そして介

護保険料もどんどん高くなって、利用料まで

３割になる。本当に人生設計が全く狂ってし

まったという方がたくさんいらっしゃると

いうふうに思っているんですね。 

 それで、このサービス利用が３割負担にな

ったというのも、私、本当に国の制度はひど

いなというふうに思うんですけれども、この

手引ありますね。手引の中の33ページ、万が

一、例えば保険料が払えなくて滞納したとい

う場合にどうなるかということなんですけ

れども、１年滞納した場合、１年６カ月間滞

納した場合、それから、２年以上滞納した場

合と書かれていまして、この２年以上滞納し

た場合が本当に今まで本来１割か２割であ

る利用負担が３割に引き上げられる。そし

て、自己負担割合がもともと３割の方、だか

ら、今回の29人の方に関しては滞納を２年以

上すると、４割に引き上げられてしまうとい

う制度になっているんですよね。 

 本当にこれひどい制度だというふうに思

っているんですけれども、なぜこういう中

で、今、この３割負担の方に「均衡」という

名目で介護保険外サービスも３割負担にす

るということなんでしょうか。単純に、介護

保険利用料が３割だから、こちらも利用する

んだから３割にしますよという、単純にそう

いう理由なんでしょうか。 

（伊東高齢福祉課長） 

 高齢福祉課長です。 

 介護保険のことでいえば、介護保険制度を

維持するためにというところで利用負担を

上げているというような考えです。こちら

は、介護保険外のサービスなので、介護保険

法の範疇の話ではないんですけれども、一定

程度、このサービス利用に当たって、負担す

る方は大変重いものかもしれないんですけ

れども、一定程度、自己負担分をいただくと

いうようなところでは、介護保険制度の維持
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というところと、区財政の維持というところ

の考えは似ています。ほぼ同じかもしれませ

ん。 

 ですので、そういった意味を持って、ここ

では均衡という表現をさせていただきまし

たけれども、引き上げをやむを得ないものに

ついては今回させていただいたというとこ

ろでございます。 

（浅子委員） 

 どう考えても、やはり利用負担というのは

国が決めてしまいますから、もうやむを得な

いというふうに思っています。しかし、この

介護保険外サービスというのは、区で決めて

実施することができるのであれば、介護保険

料のときにも一般財源を投入してという話

も私はしましたけれども、やはりその財源が

厳しいという、今はそういう状況でもありま

せんから、あえてこういう負担を強いて、そ

して、利用を逆に減らしてしまう、利用を控

えてしまう、こんな状況をつくるべきではな

いというふうに思っていますけれども、これ

は決めてしまったことなんでしょうか。 

（伊東高齢福祉課長） 

 こちらについては、８月１日から実施させ

ていただくというようになっております。 

（諏訪部会長） 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、時間の関係もございますので、

次の報告事項（７）以降に移らせていただき

ます。 

 （７）と（８）については障がい福祉課の

山崎課長から、報告事項（９）については中

央本町地域・保健総合支援課の柳瀬課長か

ら、報告事項（10）については絆づくり担当

課の三保課長から説明をお願いします。 

（山崎障がい福祉課長） 

 障がい福祉課長の山崎です。よろしくお願

いします。 

 資料７でございます。 

 障がい者通所施設の整備・運営事業者の

選定結果についてでございます。 

 公募を行いました花畑三丁目の障がい者

通所施設につきまして選定審査会の審査の

結果を受けまして、社会福祉法人あいのわ福

祉会に決定いたしました。 

 応募法人は２法人、建設予定地につきまし

ては花畑三丁目16番ということで、花畑の区

の材料置き場の敷地の一部を活用というこ

とでございます。 

 審査の日程につきましては、３月29日に一

次、４月20日に二次の審査会を実施いたしま

した。選定委員につきましては、記載のとお

りでございます。 

 選定結果につきましては６のとおりで、一

次、二次、いずれにつきましても、あいのわ

福祉会のほうが上回っておりました。 

 次のページでございます。７、今後のスケ

ジュールということで、地元説明会等を経ま

して、今年の秋には工事着工ということで、

2021年４月には施設の開設を予定しており

ます。 

 別紙７が、選考の各項目ごとの審査結果で

ございます。 

 次が、資料８でございます。 

 大谷田グループホーム（知的障害者施設）

指定管理者の公募についてでございます。 

 現在、指定管理者が運営している大谷田の

グループホームですが、指定期間の５年が満

了するために、次期指定管理者の公募を行い

ます。大谷田グループホーム（知的障がい

者）ということで定員が７名でございます。 

 指定の期間につきましては、平成31（2019

年）年４月１日から2024年３月31日まででご

ざいます。 

 スケジュールですが、７月、公募の開始を

行いまして、手続を経まして、12月議会には
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指定管理者の選定の議決を提案したいとい

うふうに考えております。 

 私からは以上でございます。 

（柳瀬中央本町地域・保健総合支援課長） 

 続きまして、中央本町地域・保健総合支援

課長、柳瀬でございます。よろしくお願いい

たします。 

 私からは、心身障害者医療費助成制度対象

拡大に伴う周知について、ご説明させていた

だきます。資料でございますが、事前にお送

りしてございます資料９に加えまして、本

日、机上配付してございます資料９の別紙に

おいてご説明をさせていただきます。 

 こちらは東京都の制度になります。東京都

の医療費の助成制度になりますけれども、心

身障害者医療費助成制度というものが、来

年、平成31年１月から精神障害者保健福祉手

帳１級所持者に対しましても制度の対象に

なってくるというものでございます。 

 その制度について概要を先に説明させて

いただければと思います。別紙をご覧くださ

い。心身障害者医療費助成制度、東京都の制

度でございますが、こちらの概要でございま

す。 

 内容といたしましては、病院ですとか診療

所などを受診したときに、窓口で支払ってい

ただく自己負担分の一部を助成するもので

ございます。対象でございますが、現時点で

は、身体障害者手帳１級、２級の方、それか

ら、身体障害の内部障がいの３級までの方、

それから、知的障害の愛の手帳をお持ちの方

の１度、２度の方が対象となってございま

す。それに加えまして、来年、平成31年１月

からは、精神障害者保健福祉手帳１級をお持

ちの方にも拡大されるというものでござい

ます。 

 助成内容につきましては、１つ飛んでいた

だいて医療費の窓口負担が１割になる。こち

らについては、所得の状況に応じて、住民税

非課税の方は負担なしになっているという

ものでございます。 

 精神障害者の医療費に関しましては、最後

の自立支援医療（精神通院）というところに

記載がございますけれども、現時点では、精

神科の通院については国の制度で自立支援

医療というものがございまして、これで１割

負担ということで受けられるというところ

でございますけれども、来年１月からは心身

障害者医療費助成制度というものが適用に

なることによって、精神科だけではなくて、

内科であったり、外科だったり、そちらの部

分につきましても医療費の助成を受けられ

るという内容でございます。 

 それでは、資料９のほうにお戻りいただい

て、今回この制度でございますが、制度自体

は来年１月から拡大されるものでございま

すが、受付開始は事前受付という形で、本年

11月を予定しております。そちらに向けまし

て、現在、都と区のほうでそれぞれ周知を連

携して行っているところです。 

 １の周知対象者数でございますが、本年４

月１日現在の状況でございますが、精神手帳

１級をお持ちの方が392人いらっしゃいま

す。 

 ２点目、周知の方法ですが、こちらにござ

いますとおり、広報誌、ホームページ、ポス

ター等によりまして、東京都、区、それぞれ

連携して実施しているところでございま

す。周知の最後でございますが、対象者への

個別通知というものを実施しております。既

に６月に制度改正の案内につきましては、東

京都のほうから個別に通知をしておりま

す。それから、11月の事前受付の開始に向け

まして、その直前の時期に区から各対象者に

向けまして個別通知をご案内する予定でご

ざいます。 
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 本件については、以上でございます。 

（三保絆づくり担当課長） 

 絆づくり担当課長の三保でございます。 

 私のほうからは、資料10、足立区孤立ゼロ

プロジェクト推進活動の実施状況について

ご説明申し上げます。 

 １番でございます。おかげさまをもちまし

て、平成30年３月末に全町会・自治会という

ことで、440町会・自治会ございますが、こ

ちらで第２回目の実態調査を終了したとこ

ろでございます。引き続き、今、２回目以降

ということで記載しておりますけれども、約

55％が終了しているところでございます。そ

の実績としましては、この２番に記載してお

りますが、高齢者の実態調査の状況、これは

累計になっております。今現在では、４万

2,774世帯ということでございます。この内

訳の中で、孤立の恐れ、それから、入院・不

在、不同意という形で囲みになっております

が、これをさらに調査して、３番に記載して

おります調査世帯のその後の対応について

といったところで、全体で3,684世帯が、や

はりこの調査によって地域社会や支援につ

ながったといったところでございます。 

 ４番のところでございますが、これは平成

29年度から実施しております、町会・自治会

の皆様方に自主的に活動に取り組んでいた

だくということで、「わがまちの孤立ゼロプ

ロジェクト」でございます。今現在、実施団

体としては55団体ございます。私どもとしま

しては、実態調査を引き続き継続してお願い

をしていきながら、この「わがまちの孤立ゼ

ロプロジェクト」、これにつきましてお願い

をしていき、団体数を増やしていただくとい

うふうに考えております。 

 詳細につきましては、次ページ以降に書い

ておりますので、ご覧いただければと思いま

す。 

 以上でございます。 

（諏訪部会長） 

 ありがとうございました。 

 ただいまの報告事項について、ご質問、ご

意見がございましたらお願いします。 

 いかがでしょうか。 

（浅子委員） 

 質問というよりも、この孤立ゼロプロジェ

クト、絆づくりということでやっていってい

らっしゃるんですけれども、今年、とりわけ

非常に暑い夏というか、早くから梅雨が明け

たということで、本当に今年の夏もまた熱中

症とかになる方が非常に多いんじゃないか

というふうに思うんです。 

 とりわけ、高齢者でひとり暮らしの方なん

かが、やはり家の中で熱中症にかかって重症

になったり亡くなったりという不幸な事件

も、この間も昨年とか起こっていますので、

この絆づくりも含めて、やはりひとり暮らし

の方、あと高齢者世帯の方々に熱中症の、今

までもやっていると思うんですけれども、ぜ

ひ熱中症にかからないようにということ

で、何か今まで以上の喚起とか、心がけてつ

ながっていくとか、そういう努力をぜひして

いただきたいというふうに、要望なんですけ

れども、思っているんですけれども、何か、

とりわけお考えとか、これからこんなことも

大切にしていこうとか、孤立ゼロとはちょっ

と違ってしまうかもしれないけれども、考え

ていらっしゃることがありますでしょうか。 

（秋山福祉管理課長） 

 ６月に入りまして、民生・児童委員さんが

熱中症予防対策のために各家庭を訪問させ

ていただいております。その際に、うちわを

お配りさせていただきました。そういう実態

がございます。 

（諏訪部会長） 

 よろしいでしょうか。 
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（三保絆づくり担当課長） 

 今、福祉管理課長からのお話がありました

けれども、私ども、応援グッズという形で「わ

がまちの孤立ゼロプロジェクト」、その中で

地域の見守りをする上で、先ほどありました

熱中症のうちわ、これをお配りすると同時

に、それ以外に絆創膏とかウエットティッシ

ュ、そういうものを各地域に回っていかれた

ときにお渡しするような形の取り組みをし

ている状況でございます。 

（山杉衛生管理課長） 

 熱中症対策につきましては、５月に関係所

管が集まりまして会議を実施したところで

ございます。うちの所管でいいますと、７月

１日から午後５時半に夕焼け放送が流れて

おりますが、その最後に、自宅でも熱中症に

なりますので注意喚起していただきたいと

いう内容のメッセージを、追加で入れている

ところでございます。 

（諏訪部会長） 

 よろしいですか。 

 そのほか、ございますでしょうか。 

 それでは、本日の案件につきまして全ての

説明が終了しましたが、全体で何かございま

すでしょうか。 

 それでは、これで議事を終了したいと思い

ます。 

 ありがとうございました。 

 最後に、事務局から説明をお願いします。 

（事務局） 

 本日はお忙しい中、委員の皆様には長時間

にわたりご審議をいただきまして、ありがと

うございました。 

 今回、任期の関係で、今回の委員で専門部

会を開催するのは本日が最後となります。 

 杉本委員におかれましては、今回の委員を

もちましてご退任されることになります。こ

れまで委員としてご尽力いただきまして、あ

りがとうございました。（拍手） 

 また、再任される委員の皆様の今後の予定

についてですが、７月25日に地域保健福祉推

進協議会、また、11月14日に平成30年度第２

回介護保険・障がい福祉専門部会の開催を

予定しております。専門部会の開催につきま

しては、後日また改めてご案内をさせていた

だきます。 

 それでは、本日の専門部会を終了させてい

ただきます。 

 ありがとうございました。 


